
錦 江 町 農 業 委 員 会 １ 月 総 会 議 事 録 

 

 

○ 開催日時 平成２９年１月２５日（木） 午後３時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（１８人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ５番  平原  栄 

〃       ４番  水流 豊美 

〃        ６番   欠 番 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  山中  徹 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

 

○ 欠席委員（１人） 

委員     １４番  貫見 和洋 

 

 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 永田宗成 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

     議案第３２号  農地法第３条許可申請について 

 

     議案第３３号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

     議案第３４号  非農地証明願いについて 

 

     議案第３５号  錦江農業振興地域整備計画の変更（除外）について 

 

     議案第３６号  平成２７年度に実施した地籍調査に伴う農地の地目変更の協議 

について 

  



議 長  只今より平成２９年１月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日は、貫見委員から欠席届けが提出されておりますが、錦江町農業委員会会

議規則第８条の規定により、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に４番 水流委員と８番 寺田委員を指名いたしますので、よろしく

お願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第３２号 農地法第３条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第３２号について説明いたします。 

先ず、受付番号９号の譲渡人は、Ｙ・Ｉさん、Ｔ在住の方です。 

申請地は、馬場字平和平１，００９番１、地目は田、地積は２０６㎡となって

います。 

一方、譲受人はＨ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ｈさんの経営状況は、世帯員２名、労働力２名、自作地２，３４０㎡、小作地

１，６９６㎡で、水稲、野菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター１台となっています。 

本件については、裁判の判決によるＨさんの単独申請となっています。 

経緯を少し申し上げますと、平成１８年にＨさんとＹ・Ｉさんのお父さんのＴ

さんの間で○○万円で売買が成立し、その後移転登記等の手続きをしないまま平

成２５年にＴさんが亡くなりまして、唯一の相続人のＩさんに対して、相続登記、

移転登記の手続きをするよう話をし登記手続きをする旨の回答をされたんです



が、約束を果たさなかったため、今回、訴訟を起こされ平成２８年１２月１７日

にＨさん勝訴の判決確定したということで、今回の申請になっております。 

以上です。 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

５番 

平原委員 

ちなみに場所はＫドライの隣です。 

 

８番 

寺田委員 

坪○万円ということやらいな。 

 

事務局 行動沿いですので、宅地並みで買われたんだと思います。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３２号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３２号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３２号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 次に、議案第３３号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は８７筆の利用集積計画について審議しなければなり

ませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を３回に分けて行い、その

都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第３３号のうち、受付番号４６７号から４７１号までを議題と 

します。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３３号のうち、議案第４６７号から４７１号までを説明いたし 

ます。 

先ず、受付番号４６７号から４６９号までの貸し人はＯ・Ｋさん、Ｏ府在住の

方です。 

申請地は４６７号が神川字二子塚８１５５、地目は畑、地積は１，０６７㎡ 

４６８号が神川字二子塚８１２５、地目は畑、地積は９４８㎡、４６９号が神

川字二子塚８１２９、地目は畑、地積は１，０１４㎡で、３筆の合計は３，０２

９㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は全部で２２，０００円となっています。 

借り人は、Ｆ・Ｔさん、Ｍ町在住の方です。 

Ｆさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者２名、雇用が２人で２００日、

小作地２０，０４９㎡で、シキミを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック、管理機各１

台、ビーバー２台となっています。 

この件の担当調査員は４番 水流委員です。 

 

次の４７０号の貸し人はＹ・Ｍさん、Ｔ自治会在住の方です。 

申請地は、馬場字宮下１，８５９番１、地目は田、地積は２０６㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２９年１月２６日から平成３１年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。 

借り人は、Ａ・Ｋさん、Ｍ町在住の方です。 

Ａさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者１名、小作地２０６㎡で、水稲、

インゲンを主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、バインダー、

軽トラック各１台となっています。 

この件の担当調査員は５番 平原委員です。 

 

次の４７１号の貸し人はＳ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、田代川原字平石前１３７番、地目は田、地積は１，４５３㎡となっ

ています。 



貸付期間は、平成２９年２月１日から平成３３年１２月１４日までで、小作料

金は米２俵となっています。 

借り人は、Ｏ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

Ｏさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、小作地５，５７０㎡で、

水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、田植機、

コンバイン各１台となっています。 

この件の担当調査員は７番 毛下委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号４６７号から４６９号までについて、４番 水流委員お願いい

たします。 

 

４ 番 

水流委員 

はい。報告いたします。 

受付番号４６７号から４６９号までの借り人のＦさんは、シキミを主体とした

経営をされております。まだＳの方に圃場を借りておりますけれども、圃場の周

り等も綺麗にされております。まだ３５歳という若さで、奥さんと２人で頑張っ

ておられます。検討の方をよろしくお願いたします。終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号４７０号について、５番 平原委員お願いいたします。 

 

５ 番 

平原委員 

はい。報告いたします。 

このＡさんはＭ町から、これだけの田んぼを来る訳では無いですけれども、他

にもあります。場所的には山の下で影なんですが、そこも作っておられて、この

圃場では馬鈴薯を最近植えられております。いつも綺麗にされておりますので、

何ら問題は無いかと思います。 

以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号４７１号について、７番 毛下委員お願いいたします。 

 

７ 番 

毛下委員 

はい。報告します。 

この田んぼは、Ｎさんが借りておられましたけれども、契約途中で返してＯさ

んに借りてほしいということで、新規になりました。Ｏさんはもう何回も出て来



るんですけれども、何でも綺麗に、まめにやっておられますので、心配無いと思

います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号４６７号から４７１号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号４６７号から４７１号までは、原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号４６７号から４７１号までは、

原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第３３号のうち、受付番号４７２号から４８５号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第３３号のうち、議案第４７２号から４８５号までを説明いたし 

ます。 

 先ず、４７２号、４７３号の貸し人はＴ・Ｓさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は４７２号が田代麓字御手洗１３３番４、地目は田、地積は１，４４３

㎡、４７３号が田代麓字湯ノ谷１６８番１、地目は畑、地積は５１０㎡で、２筆

の合計は１，９５３㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は全部で米１俵となっています。 

借り人は、Ｓ・Ｍさん、Ｎ自治会在住の方です。 

Ｓさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、小作地８，８１１㎡で、

水稲、養鶏を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、



田植機、バインダー、ハーベスター各１台となっています。 

 

次の４７４号の貸し人はＩ・Ｉさん、Ｂ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字郷ノ尾３，８０６番１、地目は田、地積は１，３８７㎡ 

となっています。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り５，０００円となっています。 

借り人は４７２号と同じ、Ｓ・Ｍさんです。 

 

次の４７５号の貸し人はＫ・Ｍさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字湯ノ谷１９４番２、地目は畑、地積は１，０３６㎡となっ

ています。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は５，０００円となっています。 

借り人は４７２号と同じ、Ｓ・Ｍさんです。 

 

次の４７６号の貸し人はＭ・Ｙさん、Ｎ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字湯ノ谷１９４番１、地目は畑、地積は６３０㎡となってい

ます。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、使用

貸借のため小作料金は発生しません。 

借り人は４７２号と同じ、Ｓ・Ｍさんです。 

 

次の４７７号の貸し人はＯ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、田代麓字牟田ヶ迫４，０２１番２、地目は田、地積は１，３０６㎡

となっています。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り５，０００円となっています。 

借り人は４７２号と同じ、Ｓ・Ｍさんです。 

 

次の４７８号、４７９の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は４７８号が田代麓字郷ノ尾３，８０４番１、地目は田、地積は５５０

㎡、４７９号が田代麓字牟田ヶ迫４，０２１番１、地目は田、地積は１，２７０

㎡で、２筆の合計は１８２０㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は８，０００円となっています。 

借り人は４７２号と同じ、Ｓ・Ｍさんです。 



 

次の４８０号の貸し人はＫ・Ｓさん、Ｂ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字湯ノ谷１４４番１、地目は田、地積は９０５㎡となってい

ます。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３８年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当り５，０００円となっています。 

借り人は、Ｋ・Ｔさん、Ｍ町在住の方です。 

Ｋさんの経営状況は、世帯員６名、農業従事者１名、小作地８６３㎡で、水稲

を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、バインダー、

ハーベスター各１台となっています。 

受付番号４７２号から４８０号までの担当調査員は、１２番 鍋委員です。 

 

次の受付番号４８１号の貸し人はＨ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字河崎２，６２６番２、地目は田、地積は４７８㎡となってい

ます。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は米（籾）２俵となっています。 

借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｎさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者１名、自作地１４，５７０㎡で、

花木を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

管理機、動噴各１台となっています。 

 

次の受付番号４８２号の貸し人はＨ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字寺ノ上４８３３番、地目は畑、地積は３，１８２㎡となって

います。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、小作

料金は２０，０００円となっています。 

借り人は、Ｋ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、自作地１０，４３６㎡、

小作地１，５００㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、軽トラ

ック、田植機、コンバイン、管理機各１台となっています。 

 

次の受付番号４８３号の貸し人はＢ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字坂ノ上４７７７番１、地目は畑、地積は１，５０２㎡となっ



ています。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は３，０００円となっています。 

借り人は、Ｆ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｆさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、小作地５，２７８㎡で、

水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

管理機各１台となっています。 

受付番号４８１号から４８３号までの担当調査員は、１３番 徳永委員です。 

 

次の受付番号４８４号、４８５号の貸し人はＯ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は４８４号が田代麓字崩内２，３４２番３、地目は田、地積は１，３３

４㎡、４８５号が田代麓字崩内２，３４２番４、地目は田、地積は５９２㎡で、 

２筆の合計は１，９２６㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２９年１月２６日から平成３３年１２月１４日までで、 

小作料金は全部で９，０００円となっています。 

借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｙさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、自作地２８，１３１㎡、

小作地６５，７８３㎡で、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター４台、軽トラ

ック３台、掘り取り機、ツル払い機各１台となっています。 

受付番号４８４号から４８５号の担当調査員は、１８番 樋渡委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号４７２号から４７９号までについて、１２番 鍋委員お願いい

たします。 

 

１２番 

鍋 委員 

それでは説明いたします。 

今回の９件の案件は、昨年までに利用権の再設定がなされなかった分であり 

ます。当初貸借人の関係で他の委員の方に振り向けられていましたが、今回土地の所

有者の方々が、私の担当する麓地区の方々であったために、改めて耕作者を探しまし

て、利用権設定に結びついた分であります。場所につきましては、皆様も田代中央運

動場はご存じのことと思いますが、その横に麓川と長谷川の２つの河川があります。

半下石方向からの流れである長谷川を上流の方へと遡って行く途中の道路沿いに点

在しております。先ず、運動場から３００ｍ程進むと、４７４番、４７８番の郷ノ尾、



それからここより５００ｍぐらい先に、４７２番の御手洗があります。そこからさら

に２００ｍ程先に、４７７番と４７９番の牟田ヶ迫があります。そしてさらに少し遡

った先に４７３番、４８０番、４７５番、４７６番の湯ノ谷字があるというような農

地の所在の位置関係になっております。借り人のＳ・Ｍさんですが、１２月にも説明

をさせて頂いておるのでご存じと思いますが、地鳥の生産及び採卵の販売を中心に、

特殊米の栽培もされておられます。鳥は現在７００羽程度だそうですが、およそ１０

００羽を目標とされておられるそうで、それに向けて現在土地を借りている場所を中

心とした集約化で規模拡大したいので紹介して欲しいとの相談が、前々から受けてお

りまして今回成立したものです。錦江町の定める要件はクリアしていると認められま

すので問題は無いと思います。 

 次に、Ｋ・Ｔさんですが、この方はＭ町の元のＺ小学校の側に住んでおられまして、

ＯにあるＮ農場に勤めながら、農業をされておられるということでした。今回のいき

さつは、現在、叔父にあたるＮ・Ｓさんという方の水田１反６畝を借りて米作りをさ

れておられますが、隣接地であったＫさんの水田９畝が再設定されなかったことを聞

きつけられて相談がありました。地主さんとも話し合いの結果成立したものです。Ｋ

さんは圃場の管理も良くされておられました。また、水利組合等への協力もしっかり

されておられるとの情報も得られました。以上のことから何ら問題は無いと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号４８１号から４８３号までについて、１３番 徳永委員お願いい

たします。 

 

１３番 

徳永委員 

はい。４８１号のＮ・Ｋさんはお兄さんと２人でＮ造園、いわゆる緑化業をや

っている弟さんのＮ・Ｋさんです。この４８１号の田んぼは、１２月まで口頭契

約で別な方が借りておられたところを、病気がちということで解約されましたの

で、Ｎ・Ｋさんが、たまたま自分のお母さん名義の田んぼの隣ですので、露地野

菜を作りたいという申し出がありまして、Ｈさんと契約がなった場所です。田ん

ぼはお母さんの田んぼの隣ですけれども、家もＮ・Ｋさんの家と続いております

ので、毎日の手入れも出来るということで、口頭契約ではなくて農業委員会を通

じて利用権設定を結んだ場所です。Ｎさんの方は、トラクター、管理機いろいろ

と持っておられますが、朝晩ここは作業できるということですので、何ら管理上

の問題は無いと思います。 

４８２号のＫ・Ｋさんの土地は、口頭契約でもう１０年以上Ｈさんと口頭契約

を結んで耕作している土地ですが、４８１号のＮさんが利用権設定を結ぶという

ことになったことから、Ｈさんの方からＫ・Ｋさんの分も利用権設定を正式に結

びたいという申し出がありまして結び直した分です。Ｋ・Ｋさんは、ご両親と奥



さんを含めて４人で作業されております。Ｋさんは兼業農家ではありますが、日

曜日の度に両親と一緒に田んぼ・畑を耕作されておりますので、何ら問題は無い

と思います。 

４８３号の土地は１２月で利用権設定が切れた場所です。前任者が辞退されま

したので、いろいろ探してＦ・Ｙさんに話をしましたところ、快く引き受けられ

た方です。Ｆさんは露地野菜を中心に、１人ですが頑張っておられます。他の借

りている耕作地も全て良く管理をされております。何ら問題は無いというふうに

考えております。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号４８４号、４８５号について、１８番 樋渡委員お願いいたしま

す。 

１８番 

樋渡委員 

はい。報告いたします。 

４８４号、４８５号の借り人はＹ・Ｙさんですが、Ｙさんがこの物件の両隣を

含めて全部で２町歩以上作られておりまして、今回相談したところ、快くここも

引き受けてもらいました。Ｙさんは認定農家でもありますし、今現在管理もちゃ

んとしておられます。何ら問題は無いかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１ 番 

宿利原委員 

ちょっと聞きたいんですが、Ｓさんは鶏を７００羽ということでしたが、どん

な鶏ですか。ブロイラーじゃないんでしょ。 

１２番 

鍋 委員 

いや。地鶏です。それから米は、こっちの地元で作られている早期とか普通じ

ゃなくて、どっか東北か北陸地方で耕作されている米の種を取って、それをこっ

ちの水が薄い所なもんだから、合い中の季節に栽培をして、それを販売している

という話も聞いたりしているんですよ。そして主に玄米で売るような形で、どこ

か鹿屋の串良の所で取引先があって、販売をしているようなことを聞いていま

す。 

議 長 他にありませんか。 

 

１３番 

徳永委員 

補足します。４８３番の小作料金が１反５畝で３千円と、周囲の相場からする

と安いんですが、ここは猪が出るんで前の方が止められた場所であります。幾ら

でも良いからという話で３千円と決まりましたので、他の地域との参考とはなり

ませんので申し添えます。 

 



議 長 他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号４７２号から４８５号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号４７２号から４８５号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号４７２号から４８５号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

議 長 次に議案第３３号のうち、受付番号４８６号から５５３号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３３号のうち受付番号４８６号から５５３号までについて説

明いたします。 

受付番号４８６号から５５３号までについては、鹿児島県地域振興公社が、農

地中間管理事業により中間管理権を取得しようとするものです。 

農地利用配分計画案を配布してありますので、そちらもお目通し下さい。 

今回は田代地区の方でございます。右側の方に経営転換協力金、耕作者集積協

力金の欄がございますが、ここに記載が無いものは、今までの基盤法から農地中

間管理事業への載せ替えとなります。 

その中でＫ・Ｔ君がありますが、今後育成すべき農業者となっております。昨

年４月に鹿屋農高を卒業した青年でございます。この方が新規就農者ということ

でございます。因みに地域集積協力金には取り組んでいないということでした。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

１２番 

鍋 委員 

このＴさんて、時々作業をするところを見るんですが、年齢歴には何歳ですか。 

 



事務局 今１９歳です。 

 

議 長 ただいま、事務局から報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

議 長 他にありませんか。 

 

１３番 

徳永委員 

Ｋさんの借りる田んぼは畔を取るんですか。 

 

事務局 畔までは取らないようです。 

 

８ 番 

寺田委員 

この契約者がいますよ。殆んど１０年なんですが、作らないというときには、

今度は中間管理機構が借り手を見つけるんですか。 

 

事務局 借り手の方が途中で耕作を止めるというときには、もう一回借り手を見つけな

いといけないとなります。貸し手の方は仮に協力金を貰っても返還の義務はない

となります。ただ後を見つけて行かなければならないとなります。 

基本的には公社が見つけなければならないんですが、公社は実際見つけられま

せんので、町なり農業委員会で見つけることになります。 

 

議 長 他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号のうち、受付番号４８６号から５５３号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３３号のうち、受付番号４８６号から５５３号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３３号のうち、受付番号４８６号から５５３号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 



議 長 次に議案第３４号 非農地証明願いについてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第３４号についてを説明いたします。 

先ず受付番号２号の申請人はＭ・Ｈさん、Ｕ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字立神５，１４７番４１０、地籍は６，９９８㎡で、地目は

台帳畑、現況は雑種地となっています。 

１４頁に位置図等を添付してありますのでお目通し下さい。 

この件の担当調査委員は、２番 基委員です。 

 

次の受付番号３号の申請人はＹ・Ｙさん、Ｂ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字四本松３６４０番、地籍は１，３６９㎡で、地目は台帳畑、

現況は原野となっています。 

１５頁に位置図等を添付してありますのでお目通し下さい。 

この件の担当調査委員は、１２番 鍋委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号２号について、２番 基委員お願いいたします。 

 

２番 

基 委員 

はい。報告をいたします。 

非農地証明ということで１月の１８日、事務局３名と私と、本人Ｎ・Ｈさん立

ち合いで調査をして参りました。中の図面は大変綺麗に写っているようですけれ

ども、これは現状とは違います。この地域は２人の耕作者がいまして、右側がＮ

さん、左側がＮさんということで、２筆になっております。 

左下の方が原野、雑木が生えたりして非農地だと思います。左側は１２年くら

い前から茶を止めておられまして、これは今２ｍぐらいの高さになっておりま

す。これも農地じゃないということで見て参りました。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号３号について、１２番 鍋委員お願いいたします。 

 

１２番 

鍋 委員 

 

はい。説明いたします。 

受付番号３号のＹさんの案件ですが、１月１８日の午前１１時に事務局３名と

私の４名で現地の確認調査をいたしました。場所ですが、大根占から国道４４８

号線を走って来て田代地区に入りますと、約６００ｍぐらい先に左手に採石場が



見えてきます。国道から採石場へ登って行く取り付け道路の途中にあり、突き当

りの事務所より約１００ｍ程下側の所に位置していました。１５頁の航空写真を

見て頂ければ一目瞭然のとおりでして、雑木、或いは４０年生の杉等で覆われて

おりました。明らかに非農地の状態であり、原状回復は大変厳しいものと判断さ

れました。申請通りの許可に相当すると見られました。また、余談ではあります

が、今回の申請地の裾野には人家が数軒ありまして、採石場の関係もあり、ここ

は土石流災害の指定もなされておる地域ですので、見方を変えて考えますと、緩

衝帯の役割も担っているのではないかというふうに感じた次第です。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１９番 

鈴 委員 

Ｍさんのこの件は、前は何だったんですか。 

 

２番 

基 委員 

はい。茶園と田んぼでした。地目名は畑で米を作っていたという考え方で良い

んじゃないかと思います。今の右上は田んぼです。左側は茶園です。これはもう

１０年以上なって原野化、２ｍぐらいになって手の付けられない状況です。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３４号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３４号 非農地証明願いについては、申請のとおり非

農地とすることに決定しました。 

 



議 長 次に、議案第３５号 錦江農業振興地域整備計画の変更（除外）についてを議

題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第３５号について説明します。 

今回は除外の申請ですが、申請者は、Ｋ（株）さんです。 

申請地は、田代川原字ロサイ２，１３６番３、地目は畑、地籍は３，３９１㎡

のうち１７．６６㎡と田代川原字ロサイ２，１３６番４、地目は畑、地籍は２，

７４２㎡のうち５４．３３㎡。それから田代川原字四本松１，９６４番２、地目

は畑、地積は６，６０２㎡のうち６２．５９㎡なっています。 

この申請は、高圧電線鉄柱建設のため農用地区域からの除外申請となっていま

す。 

担当調査員は貫見委員ですが、本日欠席のため、事務局から若干説明をさせて

頂きます。 

先ず、ロサイの現場ですが、２３頁と２７頁に写真が添付してありますが、大

根田衛生組合の最終処分場の広域農道の道路向かいとなっています。 

それから四本松の現場ですが、３１頁に写真が添付してありますが、辺志切自

治会から鶴園集落に向かって町道がありますけれども、雄川の滝の展望所があり

ますが、そのちょっと手前の右側になります。 

このロサイ、四本松については、高圧電線鉄柱建設のため農用地区域からの除

外であり、場所も畦畔を利用しながら必要最低限の面積だと判断されますので、

止むを得ないものと思います。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３５号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３５号については、「止むを得ないと判断する」という意見にしたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３５号 錦江農業振興地域整備計画の変更（除外）に

ついては、「止むを得ないと判断する」という意見とすることに決定しました。 

 

議 長 次に、議案第３６号 平成２７年度に実施した地籍調査に伴う農地の地目変更

の協議についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３６号について説明をいたします。 

この件につきましては、町長より平成２７年度に実施した地籍調査のうち、神

川地区の農地から農地以外へ地目変更２９７件と農地外から農地への変更４０

件、田代地区の農地からの地目変更が１２８件と農地外への地目変更が５件とな

っております。 

 個別の変更内容につきましては、これから回覧します資料で確認をお願いしま

す。 

調査地区としては、大根占地区が桜原自治会から神川中原自治会周辺。それか

ら田代地区が上山ノ口自治会と新田、中尾自治会周辺となっていますが、しばら

くの間、それぞれの内容について確認、検討をいただいて、後ほど協議をお願い

したいと思います。 

  

議 長  それでは、しばらくの間、資料を確認の上、検討をお願いします。 

しばらく休憩します。 

 

議 長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

それでは、内容を確認いただいたと思いますので、協議をお願いいたします。 

意見、質問など、ある方はどなたからでも結構ですので、出していただきたい

と思います。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長  それでは、特に意見がなければ採決に入ります。 

 お諮りします。  

議案第３６号 平成２７年度に実施した地籍調査に伴う農地の地目変更の協

議については、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３６号 平成２７年度に実施した地籍調査に伴う農地

の地目変更の協議については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２９年１月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 
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